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戸籍証明書等の請求が便利になりました
　戸籍法の一部改正に伴い、令和 6年 3月 1日から戸籍証明書等の広域交付が始まり、本籍地以外の
市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書（謄本）を請求できるようになりました。また、婚
姻届や転籍届等の届書への戸籍全部事項証明書（謄本）の添付は原則不要となりました。

戸籍証明書等の広域交付とは
【どこでも】
　本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
　ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
＜注意事項＞
　・コンピュータ化されていない等、一部の戸籍証明書は請求できません。
　・一部事項証明書、個人事項証明書（抄本）は請求できません。
　・戸籍の附票、独身証明書、身分証明書、廃棄済証明書は広域交付の対象外ですので、従来どおり

本籍地の市区町村へ直接ご請求ください。
広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
　・本人
　・配偶者
　・父母、祖父母など（直系尊属）
　・子・孫など（直系卑属）
＜注意事項＞
　・婚姻等で父母の戸籍から除籍されたきょうだいの戸籍証明書等は請求できません。
　・委任状 (代理人 )や郵送による請求はできません。
必要な持ち物
　・マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類
　・手数料（下表「広域交付の戸籍証明書等の種類及び手数料」をご参照ください）
＜注意事項＞
　・本人確認書類に記載されている住所や氏名が最新の情報でない場合は請求できません。
　・本人確認を厳格に行うため、健康保険証や年金手帳などの複数書類を提示していただく方法で請

求することはできません。官公署発行の顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は本籍地
の市区町村へ直接ご請求ください。

発行窓口
　越生町役場　町民課	
受付時間	
　月曜日から金曜日（祝日、年末年始を除く）午前 8時 30分から午後 5時 15分まで
　＊土曜開庁では広域交付の取り扱いはしておりません。
＜注意事項＞	
　・複数の戸籍証明書を請求する場合や他市区町村に照会が必要な場合は、時間を要しますので、時

間に余裕をもってご来庁ください。
　・本籍地や他市区町村の状況によっては発行できない場合があります。
　・システムメンテナンス等により、システムが稼働できない場合は、発行できません。

■広域交付の戸籍証明書等の種類及び手数料

あ町民課　住民担当　
　う内線１２４・１２５

証明書の種類 手数料
戸籍全部事項証明書（戸籍謄本） 450 円
除籍全部事項証明書（除籍謄本） 750 円
改製原戸籍謄本 750 円
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町長室から 越生町長
新井　康之

梅キャンペーン実施 池袋駅で
　６月７日（金）「梅キャンペーン」を東武池袋
駅西口で行いました。「梅の里おごせ」のイメー
ジアップを図るため、観光宣伝を行うとともに、
町の特産品である梅を PRするため毎年実施し
ています。
　内容は、観光パンフレット等（ノベルティ入り）
の無料配布、生梅・梅干し（越生べに梅）の販売、
特産物加工研究所の梅・柚子加工品の特別販売
です。今年は梅が不作でしたので、生梅は少な
く持参し、観光キャンペーンを主眼にしました。
　東武鉄道も越生町には大変協力的で、池袋駅
長の他、東上線の主要駅の駅長も PRに一役買
ってくれました。
　私は越生町、越生べに梅のPR、また特産物加
工研究所の製品を全力で販売してきました。

避難訓練実施 龍ヶ谷区
　　　災害に備え防災マップの活用を
　国、都道府県、市町村等は毎年６月に「土砂
災害に対する全国統一防災訓練」を実施してい
ます。町はこれにあわせて、土砂災害警戒区域
がある地区を対象に、土砂災害避難訓練を実施
しています。今年は６月２日（日）に龍ヶ谷区
を対象に行いました。
　内容は、梅園小学校体育館への避難訓練、避
難所開設訓練、衛星携帯電話を使用した情報伝
達訓練、町職員の講話、日赤奉仕団の皆さまの
炊き出し訓練等です。合計４０名が真剣に訓練
に参加していました。
　なお、町では能登半島地震において、職員 2
名を石川県七尾市へ災害派遣し、避難所運営支
援業務にあたりました。龍ヶ谷区の訓練時の講
話は、この内の１名が行い、体験してきたこと
を参加者に伝え、実践的な訓練になりました。
　町民の皆さまには、全世帯に配布させていた
だいた「越生町防災マップ」を活用してください。
そして、災害時にとるべき行動等を普段から準
備して、家族や近所の方と情報を共有してくだ
さい。

「おっぺ川を守る会」日本河川協会から表彰
　６月４日（火）「おっぺ川を守る会」が、令和６年河川功労者
として、公益社団法人日本河川協会から表彰されました。
　「おっぺ川を守る会」は１２行政区と３団体で組織されていま
す。越辺川は、町の中央を流れる越生町の母なる川です。その越
辺川を、会の皆さまが上野東から越生梅林まで、遊歩道の草刈り、
花壇の手入れ、清掃活動等をされています。このような功績から
今回表彰されました。
　越辺川の清流を気持ちよく見られるのも、会の皆さまのおかげ
です。心から感謝いたします。

避難所用テント設営

池袋駅で越生を PR

「おっぺ川を守る会」会長村山光昭さんと

子育ての窓
妊婦タクシー利用券を

助成します
妊婦さんがタクシーを利用して外
出する際に、利用料金を助成しま
す。母子健康手帳交付時にタク
シー券を交付します。

44


